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(57)【要約】
【課題】　移動受信装置の電池残量やユーザの位置によ
り、ユーザが必要とする警告情報をユーザに提示するこ
とができる移動受信装置を提供することことを目的とす
る。
【解決手段】　バッテリ４０と、バッテリの残量を検出
する残量検出部４１と、デジタル放送を受信するチュー
ナ１２と、チューナ１２からのＴＭＣＣ信号から起動フ
ラグを検出する起動フラグ検出部１５と、緊急警報放送
を報知するディスプレイ２０とスピーカ２１と、チュー
ナ１２からのＴＭＣＣ信号から起動フラグを検出する起
動フラグ検出部１５に電源供給を行う第１の電源状態と
放送を受信する状態の電源供給を行う第２の電源状態と
を切り替える電源制御部４２と、起動フラグ検出部１５
による抽出タイミングを制御する制御部１０と、を備え
、制御部１０は、残量検出部１０によるバッテリ残量に
応じて抽出タイミングの間隔を制御し、バッテリ４０の
消耗を少なくする。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源となるバッテリと、前記バッテリの残量を検出する残量検出手段と、デジタル放送
を受信して緊急警報放送が行われていることを示す情報を抽出する受信手段と、緊急警報
放送に基づいてユーザに警報情報を報知する警報手段と、前記受信手段に電源供給を行う
第１の電源状態と前記受信手段及び前記警報手段へも電源供給を行う第２の電源状態とを
切り替える電源制御手段と、前記受信手段による抽出タイミングを制御する制御手段と、
を備え、前記制御手段は、前記残量検出手段によるバッテリ残量に応じて前記抽出タイミ
ングの間隔を制御し、少なくとも前記受信手段により抽出した情報により緊急警報放送が
行われていることが判断されまで、前記電源制御手段は、第１の電源状態を維持すること
を特徴とする移動受信装置。
【請求項２】
　前記移動体受信装置の現在の位置を表す位置情報を取得する位置情報取得手段と、緊急
警報放送が関連する警報地域を特定する地域情報を取得する警報地域取得手段と、前記位
置情報取得手段により取得された位置情報と、前記警報地域取得情報手段により取得され
た地域情報により、移動受信装置の位置が警報地域に含まれるか否か判定する判定手段と
、を備え、前記判定手段により、移動受信装置の位置が警報地域に含まれると判断された
場合、前記残量検出手段による検出したバッテリ残量が所定量以上の場合、前記制御手段
は、前記抽出タイミングの間隔を短くすることを特徴とする請求項１に記載の移動受信装
置。
【請求項３】
　前記判定手段により、移動受信装置の位置が警報地域に含まれると判断された場合、前
記残量検出手段による検出したバッテリ残量が所定量未満の場合、前記制御手段は、前記
抽出タイミングの間隔を最も長い間隔にすることを特徴とする請求項２に記載の移動受信
装置。
【請求項４】
　前記判定手段により、移動受信装置の位置が警報地域に含まれるない判断された場合、
前記制御手段は、前記抽出タイミングの間隔を最も長い間隔にすることを特徴とする請求
項２に記載の移動受信装置。
【請求項５】
　前記警報手段は、前記判定手段により、移動受信装置の位置が警報地域に含まれると判
断された場合に、緊急警報放送に基づいて警報情報を報知することを特徴とする請求項２
ないし３のいずれかに記載の移動受信装置。
【請求項６】
　前記警報手段は、緊急警報放送による放送映像を表示する表示手段と、緊急警報放送か
ら放送映像を生成して表示手段に出力する処理手段とを含み、前記判定手段により、移動
受信装置の位置が警報地域に含まれると判断された場合に、前記処理手段及び表示手段を
用いて緊急警報放送を表示させることを特徴とする請求項５に記載の移動受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、移動受信装置に関し、緊急警報放送を受信可能な移動受信装置に関するも
のである。
【背景技術】
【０００２】
　緊急警報放送は、放送波により、これに対応したテレビやラジオの受信機を自動的に立
ち上げ、地震や津波などの災害情報を届ける放送システムである。地上デジタル放送のワ
ンセグ放送（１セグメント放送）にもこの仕組みが備わっている。
【０００３】
　多くの人々が携帯することが期待されるワンセグ端末などの移動受信装置を緊急警報放
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送に対応させることができれば、緊急情報を周知する機会が飛躍的に増し、その結果より
多くの人々の身の安全を保つことができる。
【０００４】
　緊急警報放送の受信機能をワンセグ端末などの移動受信装置に搭載するには、伝送制御
信号（ＴＭＣＣ：Ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ　ａｎｄ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ　Ｃｏ
ｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｏｒｏｌ）に多重された緊急警報放送用起動フラグを
監視する必要がある。そして、移動受信装置においては、待ち受けする際の電池（バッテ
リ）の消耗を抑える必要があった。
【０００５】
　上記の課題を解決するために、緊急警報放送用起動フラグが伝送される伝送制御信号の
キャリアだけを復調し、緊急警報放送用起動フラグが送出するタイミングに合わせて間欠
的に検出することにより、監視時の待機電力を低減できる方法が提案されている（非特許
文献１参照）。
【非特許文献１】Ｄ－ｐａ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｖｏｌ．０５　第２７頁ないし第２８頁　
「ワンセグ技術講座（４）　ワンセグ緊急警報放送」
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、携帯電話等の移動受信装置では、ユーザの移動に伴いその位置が変化するた
め、緊急警報放送を単に受信して表示していたのでは、電池(バッテリ)の消耗が早くなり
、電池(バッテリ)切れにより、ユーザにとって真に必要な緊急警報放送が受信することが
できなくなる虞がある。
【０００７】
　そこで、この発明は、移動受信装置の電池残量やユーザの位置により、ユーザが必要と
する警告情報をユーザに提示することができる移動受信装置を提供することことを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明の移動受信装置は、電源となるバッテリと、前記バッテリの残量を検出する残
量検出手段と、デジタル放送を受信して緊急警報放送が行われていることを示す情報を抽
出する受信手段と、緊急警報放送に基づいてユーザに警報情報を報知する警報手段と、前
記受信手段に電源供給を行う第１の電源状態と前記受信手段及び前記警報手段へも電源供
給を行う第２の電源状態とを切り替える電源制御手段と、前記受信手段による抽出タイミ
ングを制御する制御手段と、を備え、前記制御手段は、前記残量検出手段によるバッテリ
残量に応じて前記抽出タイミングの間隔を制御し、少なくとも前記受信手段により抽出し
た情報により緊急警報放送が行われていることが判断されまで、前記電源制御手段は、第
１の電源状態を維持することを特徴とする。
【０００９】
　この発明に係る移動受信装置においては、移動受信装置の電池残量に応じて、緊急警報
放送が行われていることを示す情報を抽出する受信手段の抽出タイミングの間隔を制御す
る。例えば、電池残量が少なくなると抽出タイミングの間隔を長くして電池の消耗量を少
なくし、待ち受け時間を長くすることが可能となる。
【００１０】
　また、この発明は、前記移動体受信装置の現在の位置を表す位置情報を取得する位置情
報取得手段と、緊急警報放送が関連する警報地域を特定する地域情報を取得する警報地域
取得手段と、前記位置情報取得手段により取得された位置情報と、前記警報地域取得情報
手段により取得された地域情報により、移動受信装置の位置が警報地域に含まれるか否か
判定する判定手段と、を備え、前記判定手段により、移動受信装置の位置が警報地域に含
まれると判断された場合、前記残量検出手段による検出したバッテリ残量が所定量以上の
場合、前記制御手段は、前記抽出タイミングの間隔を短くすることを特徴とする。
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【００１１】
　この場合、移動体受信装置の現在位置が警報地域に含まれる場合には、バッテリ残量に
より緊急警報放送の監視状態を変更させる。即ち、バッテリ残量が十分にある場合には、
緊急警報放送起動フラグを監視するタイミングを早くし、緊急警報放送の受信を速やかに
行える。
【００１２】
　また、この発明は、前記判定手段により、移動受信装置の位置が警報地域に含まれると
判断された場合、前記残量検出手段による検出したバッテリ残量が所定量未満の場合、前
記制御手段は、前記抽出タイミングの間隔を最も長い間隔にすることを特徴とする。
【００１３】
　この場合、バッテリ残量が少なくなると、電池切れを起こさないようにするために、緊
急警報放送起動フラグを監視するタイミングを遅くし、消費電力をより抑え、緊急警報放
送の受信が遅くなるかも知れないが、緊急警報放送の待機時間を長くすることができる。
【００１４】
　また、この発明は、前記判定手段により、移動受信装置の位置が警報地域に含まれるな
い判断された場合、前記制御手段は、前記抽出タイミングの間隔を最も長い間隔にするこ
とを特徴とする。
【００１５】
　この場合、ユーザが警報地域にない場合には、緊急警報放送を視聴するタイミングが遅
れても問題がないので、監視タイミングを遅くするように制御して、消費電力を少なくす
ることができる。ために、する。請求項２に記載の移動受信装置。
【００１６】
　また、この発明は、前記警報手段は、前記判定手段により、移動受信装置の位置が警報
地域に含まれると判断された場合に、緊急警報放送に基づいて警報情報を報知することを
特徴とする。
【００１７】
　さらに、前記警報手段は、緊急警報放送による放送映像を表示する表示手段と、緊急警
報放送から放送映像を生成して表示手段に出力する処理手段とを含み、前記判定手段によ
り、移動受信装置の位置が警報地域に含まれると判断された場合に、前記処理手段及び表
示手段を用いて緊急警報放送を表示させることを特徴とする。
【００１８】
　この場合、移動体受信装置の現在位置が警報地域の場合に、緊急警報放送を受信して、
表示するように構成でき、バッテリの消耗を少なくして、待ち受け時間を長くすることが
できる。
【発明の効果】
【００１９】
　この発明によれば、バッテリ残量に応じて、デジタル放送から緊急警報放送が行われて
いることを示す情報を抽出するためのタイミングの間隔を制御しているので、バッテリー
の残量に応じた電力消費を制御でき、ユーザの位置における最適な待ち受け並びに緊急警
報放送の受信状態を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　この発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一ま
たは相当部分には同一符号を付し、説明の重複を避けるためにその説明は繰返さない。図
１は、この発明の第１の実施の形態による移動受信装置としての携帯電話の構成を示すブ
ロック図である。
【００２１】
　図１に示す携帯電話１は、マイクロコンピュータで構成される制御部１０と、デジタル
テレビジョン放送を受信する機能としてデジタル放送用アンテナ１１、チューナ１２、復
調・復号部１３、信号分離部１４、起動フラグ検出部１５、映像復号部１６、映像制御部



(5) JP 2009-89103 A 2009.4.23

10

20

30

40

50

１７、音声復号部１８、音声制御部１９、ディスプレイ２０、スピーカ２１を備える。
【００２２】
　また、携帯電話１は、ユーザの現在位置をＧＰＳ用アンテナ３０、位置情報受信部３１
、位置情報記憶部３２を備える。
【００２３】
　さらに、携帯電話１は、充電式バッテリ４０、この充電式バッテリ４０の残量を検出す
る残量検知部４１、各ブロックへの電力供給を制御する電源制御部４２を備える。
【００２４】
　携帯電話１は、電話機の機能として移動体通信用のアンテナ５１、移動体通信無線部５
２、移動体通信変復調部５３、マイク５４、音声符号部５５、テンキーなどの操作キー５
６、キー入力部５７を備える。
【００２５】
　なお、図１に示す携帯電話１は、通常の電話機能を実現する各回路を内蔵しているが、
本発明と直接的に関係しない部分は、説明を容易にするために詳細な説明を省略する。
【００２６】
　また、上記の各ブロックは、専用回路から構成してもよいし、各処理を実行するための
プログラムを、携帯電話１に内蔵されるマイクロプロセッサ等を用いて実行することによ
り実現してもよい。
【００２７】
　チューナ１２は、デジタル放送用アンテナ１１を介して地上波デジタル放送波を受信し
、高調波デジタル変調信号の中から特定周波数の信号を選択して中間周波信号に変換して
復調・復号部１３及び起動フラグ検出部１５へ出力する。
【００２８】
　復調・復号部１３は、中間周波信号を復調及び復号化してトランスポートストリーム信
号を信号分離部１４へ出力する。信号分離部１４は、トランスポートストリーム信号を変
換して映像信号と音声信号と制御信号とに分離し、制御部１０に送る。
【００２９】
　制御部１０は、供給された映像／音声信号を映像復号部１６と音声復号部１８とに送る
。映像復号部１６は、送られたきた符号化された映像信号を復号して映像信号を作成し、
映像制御部１７に送り、映像制御部１７でディスプレイ２０への表示を制御し、地上デジ
タル放送や緊急警報放送の映像を表示させる。また、音声復号部１８は、送られてきた符
号化された音声信号を復号して、音声制御部１９に送り、音声制御部１７で音量等を制御
し、スピーカ２１より地上デジタル放送や緊急警報放送の音声を再生する。なお、上記の
説明では、地上波デジタル放送を例に各ブロックを説明したが、緊急警報放送が多重され
ていれば、ＢＳデジタル放送等についても上記と同様に処理される。
【００３０】
　起動フラグ検出部１５は、チューナ１２からの中間周波信号からＴＭＣＣ（Ｔｉｍｅ 
Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘｉｎｇ Ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ Ｃｏｎｔｒｏｌ：伝送多重制御
信号）の緊急警報放送用起動フラグを検出し、緊急警報放送用起動フラグが「１」の場合
に緊急警報放送が送出されていると判断し、一方、緊急警報放送用起動フラグが「０」の
場合に緊急警報放送が送出されていないと判断し、判断結果を制御部１０へ出力する。
【００３１】
　ワンセグサービスにおいては、４本のＴＭＣＣキャリアが送られる。そして、ワンセグ
用のセグメントのＴＭＣＣキャリアの２７番目のビットに緊急警報放送用起動フラグが割
り当てられている。緊急警報放送用起動フラグの送出周期は０．２秒である。
【００３２】
　起動フラグ検出部１５は、ＴＭＣＣのキャリアだけを抜き出し、さらに緊急警報放送用
起動フラグが送出されるタイミング似合わせて間欠的に監視するように駆動される。また
、チューナ１２にも同じタイミングで間欠駆動するように制御することでさらに省電力化
が図れる。この間欠駆動の時間的タイミングをこの発明では、後述するように、ユーザの
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位置やバッテリ残量に応じて調整し、消費電力の低減とユーザに最適な緊急警報放送の受
信が行えるように制御回路１０が制御を行う。
【００３３】
　内部電源としての充電式バッテリ４０は、リチウムイオン電池等から構成され、電源制
御部４２、制御部１０へ電力を供給するとともに、電源制御部４２の指示に応じて装置内
の所定のブロックへ電力を供給する。
【００３４】
　充電式バッテリ４０の残量は、残量検知部４１で検知される。残量検知部４１は、バッ
テリ４０の出力電圧と消費電流からバッテリ４０の残量を検知し、検知した残量を制御部
１０に通知する。電源制御部４２は、制御部１０からの制御信号に従い、バッテリ４０か
らの各ブロックへ与える出力電力を制御する。なお、この実施形態では、制御部１０と電
源制御部４２を別ブロックで構成しているが、制御部１０に電源制御部の機能を持たせ、
電源制御部４２を別ブロックとして用いない構成にしても良い。
【００３５】
　電源制御部４２は、装置本体が例えば、最小省電力状態にあるとき、少なくともチュー
ナ１２及び起動フラグ検出部１５へ電力を供給するようにバッテリ４０を制御し、起動フ
ラグ検出部１５により緊急警報放送が送出されていないと判断されている場合、最小省電
力状態を維持する。
【００３６】
　一方、起動フラグ検出部１５により緊急警報放送が送出されていると判断された場合、
電源状態を最小省電力状態から第１の電源状態の一例である通常省電力状態に切り替える
ため、復調・復号部１３、位置情報受信部３１、位置情報記憶部３２へも電力を供給する
ようにバッテリ４０を制御する。
【００３７】
　起動フラグ検出部１５により緊急警報放送が送出されていると判断された場合、位置情
報受信部３１は、ＧＰＳ用アンテナ３０を介して衛星から送信されるＧＰＳ（Ｇｌｏｂａ
ｌ Ｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ）用電波を受信し、公知のＧＰＳ測距方法を用
いて携帯電話１の現在位置すなわちユーザの現在位置を検出し、現在位置を表す位置情報
を位置情報記憶部３２へ出力する。位置情報記憶部３２は、位置情報を記憶する。
【００３８】
　さらに、起動フラグ検出部１５により緊急警報放送が送出されていると判断された場合
、復調・復号部１３は、トランスポートストリームからＰＳＩ（Ｐｒｏｇｒａｍ Ｓｐｅ
ｃｉｆｉｃ Ｉｎｆｏｍａｔｉｏｎ：番組特定情報）を抽出し、ＰＳＩ内のＰＭＴ（Ｐｒ
ｏｇｒａｍ Ｍａｐ Ｔａｂｌｅ）に格納されている緊急情報記述子（Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ
　Ｉｎｆｏｍａｔｉｏｎ Ｄｉｓｃｒｉｐｔｏｒ）から「ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇ
」、「ｓｉｇｎａｌ＿ｌｅｖｅｌ」及び「ａｒｅａ＿ｃｏｄｅ」を抽出し、「ａｒｅａ＿
ｃｏｄｅ」及び「ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇ」を制御部１０へ出力し、制御部１０は
、「ａｒｅａ＿ｃｏｄｅ」及び「ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇ」を判定する。
【００３９】
　ここで、緊急情報記述子は、ＡＲＩＢ ＳＴＤ－Ｂ１０に規定される記述子であり、緊
急警報信号としての必要な情報及び機能が記述される。また、「ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆ
ｌａｇ」（開始／終了フラグ）は、緊急警報放送が行われていることを示す情報であり、
１ビットのフラグから構成され、郵政省公示昭６０第４０５号で定められる緊急警報信号
のうち開始信号及び終了信号に対応している。「ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇ」が「１
」の場合、緊急警報信号が開始又は放送中であることを示し、「０」の場合、緊急警報信
号が終了したことを示す。
【００４０】
　「ｓｉｇｎａｌ＿ｌｅｖｅｌ」（信号種別）は、緊急警報放送の警報レベルを示す情報
であり、１ビットのフィールドから構成され、無線局運用規則第１３８条の２で定められ
る緊急警報信号の種別に対応している。「ｓｉｇｎａｌ＿ｌｅｖｅｌ」が「１」の場合、
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放送される緊急警報信号が第１種開始信号であることを示し、「０」の場合、放送される
緊急警報信号が第２種開始信号であることを示す。
【００４１】
　「ａｒｅａ＿ｃｏｄｅ」（地域符号）は、緊急警報放送が関連する警報地域すなわち緊
急警報放送の報知が必要とされる警報地域を特定する地域情報であり、１２ビットのフィ
ールドから構成され、無線局運用規則第１３８条の３で定められる地域符号に対応し、地
域符号の割り当ては、郵政省公示昭６０第４０５号に規定されるものが使用される。
【００４２】
　なお、緊急警報放送が行われていることを示す情報、緊急警報放送が関連する警報地域
を特定する地域情報及び緊急警報放送の警報レベルを示す情報は、上記の例に特に限定さ
れず、デジタル放送の種別に応じて上記の各データに相当する種々のデータを用いること
ができる。
【００４３】
　制御部１０は、位置情報記憶部２３から現在の位置情報を読み出し、携帯電話１の現在
位置と「ａｒｅａ＿ｃｏｄｅ」により特定される警報地域とを比較する。例えば、制御部
１０は、携帯電話１の現在位置が緊急警報放送の警報地域内にあるか否かを判定する。制
御部１０による携帯電話１の現在位置と緊急警報放送の警報地域との比較処理は、上記の
例に特に限定されず、携帯電話１の現在位置と緊急警報放送の警報地域との間の距離を算
出し、算出した距離を通知する等の種々の変更が可能である。
【００４４】
　キー５６は、数字キー、十字キー等の種々の操作ボタンから構成され、例えば、ユーザ
が緊急警報放送の基準警報レベルを入力したり、警告動作を設定するため等に使用される
。基準警報レベルは、上記の「ｓｉｇｎａｌ＿ｌｅｖｅｌ」により特定される警報レベル
に対応するものである。基準警報レベルには、第１種と第２種があり、津波警報に使用さ
れる第２種信号については、自動起動しないように受信機側で選択することができる。尚
、この第１の実施形態においては、第１種、第２種とも受信を行う。
【００４５】
　制御部１０は、緊急警報放送の受信が必要であると判定した場合、所定の緊急警報放送
の動作を行うために、通常省電力状態から緊急警報放送の電力状態へ切り替えるように電
源制御部４２に指示した後、音声復号部１８、音声制御部１９、映像復号部１６、映像制
御部１７、スピーカ２１、ディスプレイ２０等を制御して緊急警報放送動作を実行させる
。
【００４６】
　この実施の形態は、ＧＰＳ用アンテナ２１、位置情報受信部２２及び位置情報記憶部２
３が位置取得手段の一例に相当し、デジタル放送用アンテナ１１、チューナ１２、復調・
復号部１３及び起動フラグ検出部１５が警報地域取得手段の一例に相当し、制御部１０が
比較手段の一例に相当し、信号分離部１４、映像復号部１６、映像制御部１７、音声復号
部１８、音声制御部１９、ディスプレイ２０及びスピーカ２１が緊急警報放送動作を行う
警告手段の一例に相当し、電源制御部４２が電源制御手段の一例に相当する。また、ディ
スプレイ２０が表示手段の一例に相当し、信号分離部１４、映像復号部１６、映像制御部
１７、音声復号部１８、音声制御部１９が生成手段の一例に相当し、デジタル放送用アン
テナ１１、チューナ１２及び起動フラグ検出検出部１５が受信手段の一例に相当し、復調
・復号部１３が抽出手段の一例に相当し、スピーカ２１が警告通知手段の一例に相当する
。
【００４７】
　次に、上記のように構成された携帯電話１の緊急警報放送受信処理について詳細に説明
する。図２は、図１に示す携帯電話１による緊急警報放送受信処理を説明するためのフロ
ーチャートである。
【００４８】
　図２に示すように、ユーザにより携帯電話１の主電源がオンされて緊急警報放送の待ち
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受け状態にされると、まず、ステップＳ１において、制御部１０に電力が供給され、制御
部１０は、電源制御部４２に対してチューナ１２にＴＭＣＣのキャリアだけ抜き出すため
の電力を供給すると共に、起動フラグ検出部１６へ間欠的に電力を供給するようにバッテ
リ４０を制御する。バッテリ４０は、チューナ１２へ電力を供給するともに起動フラグ検
出部１５へ電力を間欠的に供給し、電源状態が最小省電力状態に設定される。このときの
間欠駆動は、デフォルトとして設定している緊急警報放送用起動フラグの送出タイミング
の送出周期０．２秒の２倍の間隔である０．４秒間隔で行うように設定される。
【００４９】
　次に、ステップＳ２において、バッテリ４０の残量を残量検知部４１で検知し、検知し
た残量を制御部１０に通知する。この発明は、バッテリ残量に応じて電力供給を調整し、
消費電力の低減とユーザに最適な緊急警報放送の受信が行えるように、制御回路１０が制
御を行うため、バッテリ４０の残量を検出し、制御回路１０に通知している。
【００５０】
　次に、ステップＳ３に進み、制御部１０は、バッテリ４０の残量が所定値以上か否か判
断する。例えば、バッテリ４０の残量が２／３より少なくなると、待ち受け時間をより多
くできるために、電力消費をさらに少なくするように制御する。この残量の所定値は２／
３に限られるものではなく、使用状態等に応じて決めればよい。例えば、充電が簡単に行
えるなどのユーザのときには、残量の所定値を１／２や１／３など残量が少ない状態に設
定しても残量が少なくなったことをユーザが認識すれば、充電を行えばよいからである。
このため、この発明においては、デフォルトは２／３に設定しているが、ユーザが残量の
所定値を１／２、１／３等にキー５６を用いて設定できるように構成している。
【００５１】
　制御部１０は、バッテリ残量が所定値以上か否か判断し、所定値以上であれば、ステッ
プＳ４に進み、間欠駆動の間隔を第１の状態に設定する。この第１の状態の間欠駆動は、
デフォルトとして設定している０．４秒の間隔で行う。
【００５２】
　一方、ステップＳ３において、制御部１０がバッテリ残量が所定値未満と判断すると、
ステップＳ５に進み、間欠駆動の間隔を第２の状態に設定する。この第２の状態の間欠駆
動は、消費電力を少なくし、待ち受け時間を長くするために、間欠駆動間隔を０．６秒間
隔で行う。
【００５３】
　続いて、ステップＳ６に進み、チューナ１２は、デジタル放送用アンテナ１１を介して
地上波デジタル放送波を受信し、高調波デジタル変調信号の中から特定周波数の信号を選
択して中間周波信号からＴＭＣＣのキャリアを抜き出し、起動フラグ検出部１５へ出力し
、起動フラグ検出部１５は、間欠駆動間隔のタイミングでＴＭＣＣの緊急警報放送用フラ
グを検出して緊急警報放送が送信されているか否かを判断する。起動フラグ検出部１５は
、ＴＭＣＣの緊急警報放送用フラグが「１」の場合に緊急警報放送が送出されていると判
断して判断結果を制御部１０へ出力した後、処理がステップＳ７へ移行される。そして、
緊急警報放送用フラグが「０」の場合は緊急警報放送が送出されていないと判断してステ
ップＳ３に戻り、前述の処理を繰り返す。なお、起動フラグ検出部１５は、この実施形態
においては、第１の状態では、送出タイミングの２倍の間隔、第２の状態では３倍の間隔
のタイミングで起動フラグを検出することになるが、検出するタイミングが少し遅れるだ
けで、あまり問題となることはない。
【００５４】
　緊急警報放送が送出されている場合、ステップＳ７において、電源制御部４２は、復調
・復号部１３、信号分離部１４、位置情報受信部３１、位置情報記憶部３２、映像復号部
１６、映像制御部１７、音声復号部１８、音声制御部１９、ディスプレイ２０、スピーカ
２１へも電力を供給するようにバッテリ４０を制御し、電源状態が最小省電力状態から放
送受信電力状態へ切り替えられ、携帯電話１が緊急警報放送を受信するために、自動起動
することなる。
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【００５５】
　次に、ステップＳ８において、受信した緊急警報放送を復号等の処理を行い、ディスプ
レイ２０に緊急警報放送の内容を表示するとともにスピーカ２１より緊急警報放送の音声
を出力する。
【００５６】
　次に、ステップＳ９において、位置情報受信部３１は、ＧＰＳ用アンテナ３０を介して
ＧＰＳ用電波を受信し、携帯電話１の現在位置を検出して現在位置を表す位置情報を位置
情報記憶部３２に記憶させる。
【００５７】
　次に、ステップＳ１０において、復調・復号部１３は、トランスポートストリームから
緊急情報記述子の「ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇ」及び「ａｒｅａ＿ｃｏｄｅ」を抽出
し、制御部１０へ出力する。
【００５８】
　次に、ステップＳ１１において、制御部１０は、位置情報記憶部３２から現在の位置情
報を読み出し、現在位置が「ａｒｅａ＿ｃｏｄｅ」により特定される警報地域に含まれる
か否かを判断する。現在位置が警報地域に含まれると判断されると、ステップＳ１１に進
み、バッテリ残量を検出し、検出した残量を制御部１０に送る。
【００５９】
　この発明においては、現在位置が警報地域に含まれる場合には、バッテリ残量により緊
急警報放送の監視状態を変更させる。即ち、バッテリ残量が十分にある場合には、緊急警
報放送起動フラグを監視するタイミングを早くし、緊急警報放送の受信を速やかに行える
ようにする制御を行う。また、バッテリ残量が少なくなると、電池切れを起こさないよう
にするために、緊急警報放送起動フラグを監視するタイミングを遅くし、消費電力をより
抑え、緊急警報放送の受信が遅くなるかも知れないが、緊急警報放送の待機時間を長くす
るように制御する。
【００６０】
　このため、ステップＳ１２において、制御部１０は、バッテリ４０の残量が所定値以上
か否か判断する。例えば、バッテリ４０の残量が２／３より少なくなると、待ち受け時間
をより多くできるために、電力消費をさらに少なくするように制御する。この残量の所定
値は上述したとおり、２／３に限られるものではなく、使用状態等に応じて決めればよい
。
【００６１】
　制御部１０は、バッテリ残量が所定値以上か否か判断し、所定値以上であれば、ステッ
プＳ１３に進み、間欠駆動の間隔を第３の状態に設定する。この第３の状態の間欠駆動は
、緊急警報放送用起動フラグの送出タイミングの送出周期の０．２秒の間隔に設定する。
緊急警報放送用起動フラグの送出タイミングの送出周期に合わせることで、緊急警報放送
起動フラグを監視するタイミングを早くし、緊急警報放送の受信を速やかに行えるように
し、続いて送られてくる新たな緊急警報放送による情報を速やかに入手可能にして、ユー
ザの危険情報の察知を早くするためである。
【００６２】
　一方、ステップＳ１２において、制御部１０がバッテリ残量が所定値未満と判断すると
、ステップＳ１４に進み、間欠駆動の間隔を第４の状態に設定する。この第４の状態の間
欠駆動は、消費電力を少なくし、待ち受け時間を長くするために、間欠駆動間隔を１秒間
隔で行う。警報地域にいる場合には、速やかな緊急警報放送を受信できることが好ましい
が、電池切れになると、受信自体ができなくなる。そのため、バッテリ残量が所定値未満
になると、緊急放送起動用フラグの監視タイミングが遅くして、緊急警報放送の速やかな
受信については犠牲にするが、監視タイミングは遅れても緊急警報放送の受信は最低限で
きるようにし、消費電力を少なくし、待ち受け時間を長くするように制御する。
【００６３】
　一方、ステップＳ１１において、現在位置が警報地域でないと判断されると、ステップ
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Ｓ１４に進み、間欠駆動間隔を１秒間隔の間欠駆動の間隔を第４の状態に設定する。ユー
ザが警報地域にない場合には、緊急警報放送を視聴するタイミングが遅れても問題がない
ので、消費電力を少なくするために、監視タイミングを遅くするように制御する。
【００６４】
　次に、ステップＳ１３またはステップＳ１４の処理が終了した後、ステップＳ１５にお
いて、制御部１０は、復調・復号部１３にて抽出されたＰＳＩ内のＰＭＴに格納されてい
る「ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇ」を判定する。「ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇ」（
開始／終了フラグ）は「１」の場合、緊急警報信号が開始又は放送中であることを示し、
「ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇ」が「１」の場合に、制御部１０は、緊急警報放送が継
続していると判断して、ステップＳ９に戻り、前述の動作を繰り返す。また、「ｓｔａｒ
ｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇ」が「０」になった場合に、制御部１０は、緊急警報放送が終了し
たと判断して判断結果を電源制御部４２へ出力した後、ステップＳ１６に進み、省電力状
態に設定し、ステップＳ６に戻り、処理が継続される。このステップＳ１６における省電
力状態は、制御部１０が電源制御部４２に対してチューナ１２にＴＭＣＣのキャリアだけ
抜き出すための電力を供給すると共に、起動フラグ検出部１６へ間欠的に電力を供給する
ようにバッテリ４０を制御する。バッテリ４０は、チューナ１２へ電力を供給するともに
起動フラグ検出部１５へ電力を間欠的に供給し、電源状態が省電力状態に設定される。こ
のときの間欠駆動は、ステップＳ１３またはステップＳ１４で設定した間隔である。
【００６５】
　上記の処理により、本実施の形態では、ＧＰＳ用アンテナ３０、位置情報受信部３１及
び位置情報記憶部３２により移動受信装置の現在の位置を表す位置情報が取得され、デジ
タル放送用アンテナ１１、チューナ１２、復調・復号部１３及び起動フラグ検出部１５に
より緊急警報放送が関連する警報地域を特定する地域情報が緊急警報放送から取得され、
制御部１０により位置情報と地域情報とが比較され、携帯電話１が警報地域内に存在し手
いる場合には、バッテリー残量により、警報地域内にいるユーザに対して、最適な状態で
緊急警報放送による映像及び音声を提供することができる。
【００６６】
　さらに、バッテリ残量に応じて、デジタル放送のＴＭＣＣ信号から緊急警報放送起動用
フラグの検出するための間欠駆動のタイミングを制御しているので、バッテリー４０の残
量に応じた電力消費を制御でき、ユーザの位置における最適な待ち受け並びに緊急警報放
送の受信状態を得ることができる。
【００６７】
　次に、この発明の第２の実施形態にかかる携帯電話について説明する。図３は、この発
明の第２の実施形態にかかる携帯電話の構成を示すブロック図である。
【００６８】
　上記した第１の実施形態においては、起動フラグ検出部１５により、起動フラグを検出
すると、緊急警報放送を受信して表示するように構成しているので、ユーザの現在位置と
は無関係な緊急警報放送を表示する場合も発生する。この分、バッテリは消耗される。そ
こで、この第２の実施形態においては、ユーザの現在位置が警報地域の場合に、緊急警報
放送を受信して、表示するように構成し、バッテリの消耗をより少なくし、待ち受け時間
を長くしたものである。
【００６９】
　図３に示す携帯電話１は、第１の実施形態と同様に、マイクロコンピュータで構成され
る制御部１０と、デジタルテレビジョン放送を受信する機能としてデジタル放送用アンテ
ナ１１、チューナ１２、復調・復号部１３、信号分離部１４、起動フラグ検出部１５、映
像復号部１６、映像制御部１７、音声復号部１８、音声制御部１９、ディスプレイ２０、
スピーカ２１を備える。
【００７０】
　また、携帯電話１は、ユーザの現在位置をＧＰＳ用アンテナ３０、位置情報受信部３１
、位置情報記憶部３２を備える。
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【００７１】
　さらに、携帯電話１は、充電式バッテリ４０、この充電式バッテリ４０の残量を検出す
る残量検知部４１、各ブロックへの電力供給を制御する電源制御部４２を備える。
【００７２】
　携帯電話１は、電話機の機能として移動体通信用のアンテナ５１、移動体通信無線部５
２、移動体通信変復調部５３、マイク５４、音声符号部５５、テンキーなどの操作キー５
６、キー入力部５７を備える。なお、以下の説明において、第１の実施形態と同一部分に
は同一符号を付し、詳細な説明を省略し、第２の実施形態の特徴的な部分を主に説明する
。
【００７３】
　チューナ１２は、デジタル放送用アンテナ１１を介して地上波デジタル放送波を受信し
、高調波デジタル変調信号の中から特定周波数の信号を選択して中間周波信号に変換して
復調・復号部１３及び起動フラグ検出部１５へ出力する。
【００７４】
　復調・復号部１３は、中間周波信号を復調及び復号化してトランスポートストリーム信
号を信号分離部１４へ出力する。信号分離部１４は、トランスポートストリーム信号を変
換して映像信号と音声信号と制御信号とに分離し、制御部１０に送る。
【００７５】
　起動フラグ検出部１５により緊急警報放送が送出されていると判断された場合、復調・
復号部１３は、トランスポートストリームからＰＳＩ（Ｐｒｏｇｒａｍ Ｓｐｅｃｉｆｉ
ｃ Ｉｎｆｏｍａｔｉｏｎ：番組特定情報）を抽出し、ＰＳＩ内のＰＭＴ（Ｐｒｏｇｒａ
ｍ Ｍａｐ Ｔａｂｌｅ）に格納されている緊急情報記述子（Ｅｍｅｒｇｅｎｃｙ Ｉｎｆ
ｏｍａｔｉｏｎ Ｄｉｓｃｒｉｐｔｏｒ）から「ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇ」、「ｓ
ｉｇｎａｌ＿ｌｅｖｅｌ」及び「ａｒｅａ＿ｃｏｄｅ」を抽出し、制御部１０へ送る。
【００７６】
　制御部１０は、「ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇ」、「ｓｉｇｎａｌ＿ｌｅｖｅｌ」及
び「ａｒｅａ＿ｃｏｄｅ」を判定する。
【００７７】
　「ｓｉｇｎａｌ＿ｌｅｖｅｌ」（信号種別）は、緊急警報放送の警報レベルを示す情報
であり、１ビットのフィールドから構成され、無線局運用規則第１３８条の２で定められ
る緊急警報信号の種別に対応している。「ｓｉｇｎａｌ＿ｌｅｖｅｌ」が「１」の場合、
放送される緊急警報信号が第１種開始信号であることを示し、「０」の場合、放送される
緊急警報信号が第２種開始信号であることを示す。
【００７８】
　この第２の実施形態においては、キー５６を用いて、ユーザが緊急警報放送の基準警報
レベルを入力したり、警告動作を設定する。基準警報レベルは、上記の「ｓｉｇｎａｌ＿
ｌｅｖｅｌ」により特定される警報レベルに対応するものである。基準警報レベルには、
第１種と第２種があり、津波警報に使用される第２種信号については、自動起動しないよ
うに受信機側で選択できる。第２種信号（津波）の緊急警報放送の報知を希望する場合、
ユーザは、キー５６を用いて「２」を入力する。キー５６から入力された情報はキー入力
部５７で判断され、ユーザが入力した基準警報レベルを制御部１０内の記憶部１０ａに記
憶させる。
【００７９】
　この第２の実施形態においては、起動フラグ検出部１５は、チューナ１２からの中間周
波信号からＴＭＣＣの緊急警報放送用起動フラグを検出し、緊急警報放送用起動フラグが
「１」の場合に緊急警報放送が送出されていると判断し、一方、緊急警報放送用起動フラ
グが「０」の場合に緊急警報放送が送出されていないと判断し、判断結果を制御部１０へ
出力する。
【００８０】
　起動フラグ検出部１５により緊急警報放送が送出されていると判断された場合、電源状
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態を最小省電力状態から第１の電源状態の一例である通常省電力状態に切り替えるため、
復調・復号部１３、位置情報受信部３１、位置情報記憶部３２へも電力を供給するように
バッテリ４０を制御する。
【００８１】
　また、起動フラグ検出部１５により緊急警報放送が送出されていると判断された場合、
位置情報受信部３１は、ＧＰＳ用アンテナ３０を介して衛星から送信されるＧＰＳ用電波
を受信し、公知のＧＰＳ測距方法を用いて携帯電話の現在位置すなわちユーザの現在位置
を検出し、現在位置を表す位置情報を位置情報記憶部３２へ出力する。位置情報記憶部２
３は、位置情報を記憶する。
【００８２】
　さらに、起動フラグ検出部１５により緊急警報放送が送出されていると判断された場合
、復調・復号部１３は、トランスポートストリームから「ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇ
」、「ｓｉｇｎａｌ＿ｌｅｖｅｌ」及び「ａｒｅａ＿ｃｏｄｅ」を抽出し、制御部１０へ
出力する。
【００８３】
　なお、緊急警報放送が行われていることを示す情報、緊急警報放送が関連する警報地域
を特定する地域情報及び緊急警報放送の警報レベルを示す情報は、上記の例に特に限定さ
れず、デジタル放送の種別に応じて上記の各データに相当する種々のデータを用いること
ができる。
【００８４】
　制御部１０は、位置情報記憶部３２から現在の位置情報を読み出し、携帯電話の現在位
置と「ａｒｅａ＿ｃｏｄｅ」により特定される警報地域とを比較し、携帯電話の現在位置
が緊急警報放送の警報地域内にあるか否かを判定する。
【００８５】
　ユーザにより設定される基準警報レベルは、上記の「ｓｉｇｎａｌ＿ｌｅｖｅｌ」によ
り特定される警報レベルに対応するものであり、例えば、第２種開始信号（津波）の緊急
警報放送の報知を希望する場合、ユーザは、キー５６を用いて「２」を入力している。ユ
ーザが入力した基準警報レベルを制御部１０の記憶部１０ａに記憶させる。なお、この実
施の形態では、基準警報レベルの値が小さいほど、警報レベルが高くなる。
【００８６】
　制御部１０の記憶部１０ａに基準警報レベルが記憶されていない場合、制御部１０は、
携帯電話の現在位置が緊急警報放送の警報地域内にあるか否かを判定により、緊急警報放
送による警告が必要であるか否かを判定する。警告が必要であると判定した場合、所定の
緊急警報放送による警告動作を行うために、通常省電力状態から緊急警報放送受信用電力
状態へ切り替えるように電源制御部４２に指示した後、音声復号部１８、音声制御部１９
、映像復号部１６、映像制御部１７、スピーカ２１、ディスプレイ２０等を制御して緊急
警報放送動作を実行させる。
【００８７】
　記憶部１０ａに基準警報レベルが記憶されている場合、制御部１０は、警報レベル記憶
部２６に記憶されている基準警報レベルを読み出し、「ｓｉｇｎａｌ＿ｌｅｖｅｌ」によ
り特定される警報レベルが基準警報レベル以上であるか否かを判断し、携帯電話の現在位
置が緊急警報放送の警報地域内にあるか否かを判定により、緊急警報放送による警告が必
要であると判断し且つ「ｓｉｇｎａｌ＿ｌｅｖｅｌ」により特定される警報レベルが基準
警報レベル以上である場合は、警告が必要であると判定し、「ｓｉｇｎａｌ＿ｌｅｖｅｌ
」により特定される警報レベルが基準警報レベル以上でない場合は、警告は不必要である
と判断する。
【００８８】
　例えば、記憶部１０ａ「２」が記憶されている場合、携帯電話の現在位置から警告が必
要であると判定され且つ「ｓｉｇｎａｌ＿ｌｅｖｅｌ」が「１」の場合にのみ、携帯電話
の現在位置と警報地域との位置関係及び当該警報レベルから特定される警告動作が行われ
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る。また、警報レベル記憶部２６に「２」が記憶されている場合、「ｓｉｇｎａｌ＿ｌｅ
ｖｅｌ」が「１」の場合は、上記の警告動作が行われ、「ｓｉｇｎａｌ＿ｌｅｖｅｌ」が
「２」の場合は、携帯電話の現在位置と警報地域との位置関係及び当該警報レベルから特
定される警告動作が行われる。
【００８９】
　なお、記憶部１０ａに記憶される基準警報レベルは、上記の例に特に限定されず、製造
時等において記憶部１０ａに予め記憶させたものを用いたり、複数の基準警報レベルを記
憶させ、各警報レベルごとに警告動作を変化させる等の種々の変更が可能である。
【００９０】
　次に、上記のように構成された携帯電話１の緊急警報放送受信処理について詳細に説明
する。図４は、図３に示す携帯電話１による緊急警報放送受信処理を説明するためのフロ
ーチャートである。
【００９１】
　図４に示すように、ユーザにより携帯電話１の主電源がオンされて緊急警報放送の待ち
受け状態にされると、まず、ステップＳ２１において、制御部１０に電力が供給され、制
御部１０は、電源制御部４２に対してチューナ１２にＴＭＣＣのキャリアだけ抜き出すた
めの電力を供給すると共に、起動フラグ検出部１６へ間欠的に電力を供給するようにバッ
テリ４０を制御する。バッテリ４０は、チューナ１２へ電力を供給するともに起動フラグ
検出部１５へ電力を間欠的に供給し、電源状態が最小省電力状態に設定される。このとき
の間欠駆動は、第１の実施形態と同様にデフォルトとして設定している緊急警報放送用起
動フラグの送出タイミングの送出周期０．２秒の２倍の間隔である０．４秒間隔で行うよ
うに設定される。
【００９２】
　次に、ステップＳ２２において、バッテリ４０の残量を残量検知部４１で検知し、検知
した残量を制御部１０に通知する。この発明は、バッテリ残量に応じて電力供給を調整し
、消費電力の低減とユーザに最適な緊急警報放送の受信が行えるように、制御回路１０が
制御を行うため、バッテリ４０の残量を検出し、制御回路１０に通知している。
【００９３】
　次に、ステップＳ２３に進み、制御部１０は、バッテリ４０の残量が所定値以上か否か
判断する。この発明においては、デフォルトは２／３に設定しているが、ユーザが残量の
所定値を１／２、１／３等にキー５６を用いて設定できるように構成している。
【００９４】
　制御部１０は、バッテリ残量が所定値以上か否か判断し、所定値以上であれば、ステッ
プＳ２４に進み、間欠駆動の間隔を第１の状態に設定する。この第１の状態の間欠駆動は
、デフォルトとして設定している０．４秒の間隔で行う。
【００９５】
　一方、ステップＳ２３において、制御部１０がバッテリ残量が所定値未満と判断すると
、ステップＳ２５に進み、間欠駆動の間隔を第２の状態に設定する。この第２の状態の間
欠駆動は、消費電力を少なくし、待ち受け時間を長くするために、間欠駆動間隔を０．６
秒間隔で行う。
【００９６】
　続いて、ステップＳ２６に進み、チューナ１２は、デジタル放送用アンテナ１１を介し
て地上波デジタル放送波を受信し、高調波デジタル変調信号の中から特定周波数の信号を
選択して中間周波信号からＴＭＣＣのキャリアを抜き出し、起動フラグ検出部１５へ出力
し、起動フラグ検出部１５は、間欠駆動間隔のタイミングでＴＭＣＣの緊急警報放送用フ
ラグを検出して緊急警報放送が送信されているか否かを判断する。起動フラグ検出部１５
は緊急警報放送が送出されていると判断すると判断結果を制御部１０へ出力した後、処理
がステップＳ２７へ移行される。そして、緊急警報放送が送出されていないと判断すると
ステップＳ２３に戻り、前述の処理を繰り返す。
【００９７】
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　緊急警報放送が送出されている場合、ステップＳ２７において、電源状態を最小省電力
状態から第１の電源状態の一例である通常省電力状態に切り替えるため、電源制御部４２
は、復調・復号部１３、位置情報受信部３１、位置情報記憶部３２へも電力を供給するよ
うにバッテリ４０を制御する。
【００９８】
　次に、ステップＳ２８において、位置情報受信部３１は、ＧＰＳ用アンテナ３０を介し
てＧＰＳ用電波を受信し、携帯電話１の現在位置を検出して現在位置を表す位置情報を位
置情報記憶部３２に記憶させる。
【００９９】
　続いて、ステップＳ２９において、復調・復号部１３は、トランスポートストリームか
ら緊急情報記述子の「ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇ」、「ｓｉｇｎａｌ＿ｌｅｖｅｌ」
及び「ａｒｅａ＿ｃｏｄｅ」を抽出し、「ａｒｅａ＿ｃｏｄｅ」及び「ｓｉｇｎａｌ＿ｌ
ｅｖｅｌ」を制御部１０へ出力し、警報情報を取得する。
【０１００】
　次に、ステップＳ３０において、制御部１０は、位置情報記憶部３２から現在の位置情
報を読み出し、現在位置が「ａｒｅａ＿ｃｏｄｅ」により特定される警報地域に含まれる
か否かを判断する。現在位置が警報地域に含まれると判断されると、ステップＳ３１に進
み、現在位置警報地域に含まれない場合には、緊急警報放送の受信動作は行わず、ステッ
プＳ３７へ進む。
【０１０１】
　現在位置が警報地域に含まれると判断された場合、ステップＳ３１において、制御部１
０は、記憶部１０ａに基準警報レベルが記憶されている場合、記憶部１０ａに記憶されて
いる基準警報レベルを読み出し、「ｓｉｇｎａｌ＿ｌｅｖｅｌ」により特定される警報レ
ベルが基準警報レベル以上であるか否かを判断し、「ｓｉｇｎａｌ＿ｌｅｖｅｌ」により
特定される警報レベルが基準警報レベル以上である場合、警報が必要であると判断し、処
理がステップＳ３２へ移行される。また、「ｓｉｇｎａｌ＿ｌｅｖｅｌ」により特定され
る警報レベルが基準警報レベル以上でない場合は、警報告は不必要であると判断し、処理
がステップＳ３７へ移行される。なお、記憶部１０ａに基準警報レベルが記憶されていな
い場合、制御部１０は、現在位置が警報地域に含まれると判断により、警報が必要である
と判断する。
【０１０２】
　ステップＳ３２において、電源制御部４２は、復調・復号部１３、信号分離部１４、位
置情報受信部３１、位置情報記憶部３２、映像復号部１６、映像制御部１７、音声復号部
１８、音声制御部１９、ディスプレイ２０、スピーカ２１へも電力を供給するようにバッ
テリ４０を制御し、電源状態が最小省電力状態から放送受信電力状態へ切り替えられ、携
帯電話１が緊急警報放送を受信するために、自動起動することなる。
【０１０３】
　次に、ステップＳ３３において、受信した緊急警報放送を復号等の処理を行い、ディス
プレイ２０に緊急警報放送の内容を表示するとともにスピーカ２１より緊急警報放送の音
声を出力する。そして、ステップＳ３４に進み、バッテリ４０の残量を検出する。
【０１０４】
　この第２の実施形態においても現在位置が警報地域に含まれる場合には、バッテリ残量
により緊急警報放送の監視状態を変更させる。即ち、バッテリ残量が十分にある場合には
、緊急警報放送起動フラグを監視するタイミングを早くし、緊急警報放送の受信を速やか
に行えるようにする制御を行う。また、バッテリ残量が少なくなると、電池切れを起こさ
ないようにするために、緊急警報放送起動フラグを監視するタイミングを遅くし、消費電
力をより抑え、緊急警報放送の受信が遅くなるかも知れないが、緊急警報放送の待機時間
を長くするように制御する。
【０１０５】
　このため、ステップＳ３５において、制御部１０は、バッテリ４０の残量が所定値以上
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か否か判断する。例えば、バッテリ４０の残量が２／３より少なくなると、待ち受け時間
をより多くできるために、電力消費をさらに少なくするように制御する。この残量の所定
値は上述したとおり、２／３に限られるものではなく、使用状態等に応じて決めればよい
。
【０１０６】
　制御部１０は、バッテリ残量が所定値以上か否か判断し、所定値以上であれば、ステッ
プＳ３６に進み、間欠駆動の間隔を第３の状態に設定する。この第３の状態の間欠駆動は
、緊急警報放送用起動フラグの送出タイミングの送出周期の０．２秒の間隔に設定する。
緊急警報放送用起動フラグの送出タイミングの送出周期に合わせることで、緊急警報放送
起動フラグを監視するタイミングを早くし、緊急警報放送の受信を速やかに行えるように
し、続いて送られてくる新たな緊急警報放送による情報を速やかに入手可能にして、ユー
ザの危険情報の察知を早くするためである。
【０１０７】
　一方、ステップＳ３５において、制御部１０がバッテリ残量が所定値未満と判断すると
、ステップＳ３７に進み、間欠駆動の間隔を第４の状態に設定する。この第４の状態の間
欠駆動は、消費電力を少なくし、待ち受け時間を長くするために、間欠駆動間隔を１秒間
隔で行う。警報地域にいる場合には、速やかな緊急警報放送を受信できることが好ましい
が、電池切れになると、受信自体ができなくなる。そのため、バッテリ残量が所定値未満
になると、緊急放送起動用フラグの監視タイミングが遅くして、緊急警報放送の速やかな
受信については犠牲にするが、監視タイミングは遅れても緊急警報放送の受信は最低限で
きるようにし、消費電力を少なくし、待ち受け時間を長くするように制御する。
【０１０８】
　一方、ステップＳ３０において、現在位置が警報地域でないと判断された場合、ステッ
プＳ３１において、警報が必要でないと判断された場合には、それぞれステップＳ３７に
進み、間欠駆動間隔を１秒間隔の間欠駆動の間隔を第４の状態に設定する。ユーザが警報
地域にない場合には、緊急警報放送を視聴するタイミングが遅れても問題がないので、消
費電力を少なくするために、監視タイミングを遅くするように制御する。
【０１０９】
　次に、ステップＳ３６またはステップＳ３７の処理が終了した後、ステップＳ３８にお
いて、制御部１０は、復調・復号部１３にて抽出されたＰＳＩ内のＰＭＴに格納されてい
る「ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇ」を判定する。「ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇ」（
開始／終了フラグ）は「１」の場合、緊急警報信号が開始又は放送中であることを示し、
「ｓｔａｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇ」が「１」の場合に、制御部１０は、緊急警報放送が継
続していると判断して、ステップＳ２８に戻り、前述の動作を繰り返す。また、「ｓｔａ
ｒｔ＿ｅｎｄ＿ｆｌａｇ」が「０」になった場合に、制御部１０は、緊急警報放送が終了
したと判断して判断結果を電源制御部４２へ出力した後、ステップＳ３９に進み、省電力
状態に設定し、ステップＳ２６に戻り、処理が継続される。このステップＳ３９における
省電力状態は、制御部１０が電源制御部４２に対してチューナ１２にＴＭＣＣのキャリア
だけ抜き出すための電力を供給すると共に、起動フラグ検出部１６へ間欠的に電力を供給
するようにバッテリ４０を制御する。バッテリ４０は、チューナ１２へ電力を供給すると
もに起動フラグ検出部１５へ電力を間欠的に供給し、電源状態が省電力状態に設定される
。このときの間欠駆動は、ステップＳ３６またはステップＳ３７で設定した間隔である。
【０１１０】
　上記の処理により、本実施の形態では、ＧＰＳ用アンテナ３０、位置情報受信部３１及
び位置情報記憶部３２により移動受信装置の現在の位置を表す位置情報が取得され、デジ
タル放送用アンテナ１１、チューナ１２、復調・復号部１３及び起動フラグ検出部１５に
より緊急警報放送が関連する警報地域を特定する地域情報が緊急警報放送から取得され、
制御部１０により位置情報と地域情報とが比較され、携帯電話１が警報地域内に存在して
いる場合には、バッテリー残量により、警報地域内にいるユーザに対して、最適な状態で
緊急警報放送による映像及び音声を提供することができる。
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　また、緊急警報放送をユーザに報知すべきと判断された場合に、電源制御部４２により
電源状態が通常省電力状態から警報用電力状態に切り替えられ、緊急警報放送をユーザに
報知すべきと判断されるまでは、復調・復号部１３、信号分離部１４、映像及び音声を再
生するための各回路、ディスプレイ２０及びスピーカ２１には電力供給が行われないため
、不要な電力消費を抑制することができる。この結果、移動受信装置の位置が移動する場
合でも、電力を不要に消費することなく、ユーザが必要とする警告情報を的確にユーザに
提示することができる。
【０１１２】
　さらに、バッテリ残量に応じて、デジタル放送のＴＭＣＣ信号から緊急警報放送起動用
フラグの検出するための間欠駆動のタイミングを制御しているので、バッテリー４０の残
量に応じた電力消費を制御でき、ユーザの位置における最適な待ち受け並びに緊急警報放
送の受信状態を得ることができる。
【０１１３】
　上記した実施形態においては、移動受信装置として、デジタル放送を受信可能な携帯電
話について説明したが、携帯電話に限らず、携帯情報端末、ノート型コンピュータにも適
用することができる。
【０１１４】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。この発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範
囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれ
ることが意図される。
【図面の簡単な説明】
【０１１５】
【図１】この発明の第１の実施の形態による移動受信装置としての携帯電話の構成を示す
ブロック図である。
【図２】図１に示す携帯電話による緊急警報放送受信処理を説明するためのフローチャー
トである。
【図３】この発明の第２の実施の形態による移動受信装置としての携帯電話の構成を示す
ブロック図である。
【図４】図３に示す携帯電話による緊急警報放送受信処理を説明するためのフローチャー
トである。
【符号の説明】
【０１１６】
　１　携帯電話、１０　制御部、１１　デジタル放送用アンテナ、１２　チューナ、１３
　復調・復号部、１４　信号分離部、１５　起動フラグ検出部、１６　映像復号部、１７
　映像制御部、１８　音声復号部、１９　音声制御部、２０　ディスプレイ、２１　スピ
ーカ２、３０　ＧＰＳ用アンテナ、３１　位置情報受信部、３２　位置情報記憶部、４０
　充電式バッテリ、４１　残量検知部、４２　電源制御部。
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